
 

◎ 静岡県内で不審電話等があったとの情報がありましたのでご注意ください。 

平成 27 年３月３日（火）午前 11 時 30 分ごろ、沼津市の被保険者（75 歳・

女性）宅に、タナカ(氏名はよく覚えていない)と名乗る男性から、以下の内容

の電話があった。「保険料の還付についてハガキを送付したが届いている

か、過払いの払戻しが 24,386 円あるため口座番号を教えてほしい、再度ハ

ガキを送るため届いたら窓口まで来て欲しい」とのことだった。被保険者は

「ハガキは届いてなく、主人の口座だからわからない」と答えた。 

不審に思った被保険者から市役所に問い合わせが入り、還付状況につい

て調べたところ、被保険者と夫の分については保険料の還付は発生してい

なかった。また、高額療養費についても該当の還付はなかった。国民健康保

険も保険料・高額療養費ともに該当せず。 

被保険者にお返しする還付金は発生していないと説明し、還付金詐欺で

ある可能性が高いため、今後電話があっても取り合わないようにと伝えた。 

○ キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号をお聞きすることは一切ありま

せん。 

 

○ 後期高齢者医療制度として、被保険者のみなさんにＡＴＭ（現金自動預け払

い機）を利用して保険料等の支払いや還付の手続きをお願いするお手続き

はありません。 

 

○ このような不審な電話がありましたら、一旦電話を切り、お住まいの市町の

担当課または広域連合などにご確認ください。 
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